
JP 6880584 B2 2021.6.2

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印加される第一の電圧に応じて透過する光量が変化する第一のエレクトロクロミック素
子と、
　印加される第二の電圧に応じて透過する光量が変化する第二のエレクトロクロミック素
子と、
　前記第一のエレクトロクロミック素子及び前記第二のエレクトロクロミック素子を透過
した光量をそれぞれ計測する光量計測手段と、
　前記光量計測手段により計測された光量の差が所定の範囲外であるとき、前記第一のエ
レクトロクロミック素子及び前記第二のエレクトロクロミック素子を消色状態とした後、
前記第一の電圧及び前記第二の電圧の少なくともいずれかにおける、電圧値及び電圧印加
時間の少なくともいずれかを調整して、前記光量の差を低減するように制御する制御手段
と、
　を有することを特徴とする調光装置。
【請求項２】
　前記制御手段が、前記第一のエレクトロクロミック素子及び前記第二のエレクトロクロ
ミック素子のうち前記光量が低い前記エレクトロクロミック素子を基準として、前記光量
が高い前記エレクトロクロミック素子に印加する前記電圧を調整する請求項１に記載の調
光装置。
【請求項３】
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　前記制御手段が、前記第一のエレクトロクロミック素子及び前記第二のエレクトロクロ
ミック素子における前記光量の差を求める演算部と、前記演算部により求めた前記光量の
差に応じた前記第一の電圧及び前記第二の電圧の少なくともいずれかを印加する電圧印加
部とを有する請求項１から２のいずれかに記載の調光装置。
【請求項４】
　前記エレクトロクロミック素子が、第一の基板と、第一の電極層と、エレクトロクロミ
ック層と、絶縁性無機粒子層と、第二の電極層と、第二の基板と、をこの順で有し、前記
第一の電極層と前記第二の電極層との間に電解質を有する請求項１から３のいずれかに記
載の調光装置。
【請求項５】
　調光眼鏡である請求項１から４のいずれかに記載の調光装置。
【請求項６】
　印加される第一の電圧に応じて透過する光量が変化する第一のエレクトロクロミック素
子、及び印加される第二の電圧に応じて透過する光量が変化する第二のエレクトロクロミ
ック素子を透過した光量をそれぞれ計測する光量計測工程と、
　計測された光量の差が所定の範囲外であると判定したとき、前記第一のエレクトロクロ
ミック素子及び前記第二のエレクトロクロミック素子を消色状態とした後、前記第一の電
圧及び前記第二の電圧の少なくともいずれかにおける、電圧値及び電圧印加時間の少なく
ともいずれかを調整して、前記光量の差を低減するように制御する制御工程と、
　を含むことを特徴とする調光方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、調光装置及び調光方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気信号により発色濃度を制御する電気調光素子は、紫外線などの光照射によって発色
濃度が変化するフォトクロミック現象を利用した調光素子とは異なり、ユーザが自由に発
色濃度を制御できるなどのメリットを有している。
【０００３】
　前記電気調光素子の応用技術のひとつとして調光眼鏡がある。印加電圧により発色濃度
を制御可能なため、ユーザが自由に前記電気調光素子を透過する光量を制御できるという
メリットがあるとして眼鏡やサングラスのレンズとしての開発が行われている。
【０００４】
　例えば、フレーム内にエレクトロクロミック素子が装着されており、前記エレクトロク
ロミック素子に電位を印加する電源と、前記エレクトロクロミック素子に印加する電位の
極性を切り替えるスイッチとが配設されている調光眼鏡が提案されている（例えば、特許
文献１参照）
　また、液晶表示素子を利用した調光眼鏡であって、外光の光量変化が一定の時間以上検
出された場合に、前記液晶表示素子における光の透過率を制御するようにした調光眼鏡が
提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、２つの素子における透過した光量の差を低減可能な調光装置を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するための手段としての本発明の調光装置は、印加される第一の電圧に
応じて透過する光量が変化する第一の素子と、印加される第二の電圧に応じて透過する光
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量が変化する第二の素子と、前記第一の素子及び前記第二の素子を透過した光量をそれぞ
れ計測する光量計測手段と、前記光量計測手段により計測された光量の差が所定の範囲外
であるとき、前記第一の電圧及び前記第二の電圧の少なくともいずれかを調整して、前記
光量の差を低減するように制御する制御手段と、を有する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によると、２つの素子における透過した光量の差を低減可能な調光装置を提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本発明の調光装置の一例を示す模式図である。
【図２Ａ】図２Ａは、本発明の調光装置に用いるエレクトロクロミック素子の構成の一例
を示す模式図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、本発明の調光装置に用いるエレクトロクロミック素子の構成の他の
一例を示す模式図である。
【図２Ｃ】図２Ｃは、本発明の調光装置に用いるエレクトロクロミック素子の構成の他の
一例を示す模式図である。
【図２Ｄ】図２Ｄは、本発明の調光装置に用いるエレクトロクロミック素子の構成の他の
一例を示す模式図である。
【図２Ｅ】図２Ｅは、本発明の調光装置に用いるエレクトロクロミック素子の構成の他の
一例を示す模式図である。
【図３】図３は、本発明の調光装置の一例を示すブロック図である。
【図４】図４は、本発明の調光装置を用いて、透過する光量の差を低減するために素子に
印加する電圧を調整する流れの一例を示すフローチャートである。
【図５Ａ】図５Ａは、本発明の調光装置に用いる素子における電圧値と光量計測手段の出
力電圧との関係の一例を示すグラフである。
【図５Ｂ】図５Ｂは、本発明の調光装置に用いる素子における電圧値と光量計測手段の出
力電圧との関係の他の一例を示すグラフである。
【図６Ａ】図６Ａは、本発明の調光装置に用いる素子における電圧印加時間と光量計測手
段の出力電圧との関係の一例を示すグラフである。
【図６Ｂ】図６Ｂは、本発明の調光装置に用いる素子における電圧印加時間と光量計測手
段の出力電圧との関係の他の一例を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
（調光装置及び調光方法）
　本発明の調光装置は、印加される第一の電圧に応じて透過する光量が変化する第一の素
子と、印加される第二の電圧に応じて透過する光量が変化する第二の素子と、前記第一の
素子及び前記第二の素子を透過した光量をそれぞれ計測する光量計測手段と、前記光量計
測手段により計測された光量の差が所定の範囲外であるとき、前記第一の電圧及び前記第
二の電圧の少なくともいずれかを調整して、前記光量の差を低減するように制御する制御
手段と、を有し、更に必要に応じてその他の手段を有する。
【００１０】
　本発明の調光方法は、印加される第一の電圧に応じて透過する光量が変化する第一の素
子、及び印加される第二の電圧に応じて透過する光量が変化する第二の素子を透過した光
量をそれぞれ計測する光量計測工程と、計測された光量の差が所定の範囲外であると判定
したとき、前記第一の電圧及び前記第二の電圧の少なくともいずれかを調整して、前記光
量の差を低減するように制御する制御工程と、を含み、更に必要に応じてその他の工程を
含む。
【００１１】
　本発明の調光方法は、本発明の調光装置により好適に行うことができる。
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　以下、本発明の調光装置の説明を通して本発明の調光方法の詳細についても明らかにす
る。
【００１２】
　本発明の調光装置は、特許文献１及び２の前記調光装置では、液晶表示素子やエレクト
ロクロミック素子などの素子には個体差があるため、同種の２つの前記素子を同じ電圧値
及び電圧印加時間で駆動させても発色濃度が異なる場合があるという知見に基づくもので
ある。
【００１３】
　本発明の調光装置の用途としては、例えば、前記素子をレンズとして用いることにより
、前記素子に印加する電圧に応じて発色濃度を調整可能な調光眼鏡などが挙げられる。
【００１４】
＜第一の素子及び第二の素子＞
　前記第一の素子は、印加される第一の電圧に応じて透過する光量が変化する素子である
。前記第二の素子は、印加される第二の電圧に応じて透過する光量が変化する素子である
。
　前記光量とは、前記光量計測手段が受けた光束の時間積である。前記素子を透過した前
記光量（以下、「透過光量」と称することもある）は、透過した前記第一の素子及び前記
第二の素子の発色濃度に応じて減衰し、前記光量計測手段により出力電圧に変換されるこ
とにより計測される。
　前記第一の素子及び前記第二の素子を透過する光としては、特に制限はなく、目的に応
じて適宜選択することができ、例えば、紫外線、可視光線などが挙げられる。
【００１５】
　前記第一の素子及び前記第二の素子としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択
することができ、例えば、印加される電圧に応じて発色濃度が変化し、可視光線などの光
が透過する光量が変化する素子などが挙げられる。これらの中でも、エレクトロクロミッ
ク素子（以下、「ＥＣ素子」と称することがある）が好ましい。
　以下、前記素子が前記エレクトロクロミック素子である場合についてとして説明するが
、これに限定されるものではない。
【００１６】
　前記素子としてのエレクトロクロミック素子としては、第一の基板と、第一の電極層と
、エレクトロクロミック層と、絶縁性無機粒子層と、第二の電極層と、第二の基板と、を
この順で有し、前記第一の電極層と前記第二の電極層との間に電解質を有することが好ま
しい。
【００１７】
＜＜第一の基板及び第二の基板＞＞
　前記第一の基板及び前記第二の基板（以下、いずれかを特定しない場合には単に「基板
」と称することがある）としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜周知の熱成形可能
な樹脂材料をそのまま選択することができ、例えば、ポリカーボネイト樹脂、アクリル樹
脂、ポリエチレン樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、メラミ
ン樹脂、フェノール樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリイミド樹脂等の樹脂基板などが挙げら
れる。
　また、前記基板の表面に、水蒸気バリア性、ガスバリア性、視認性を高めるために透明
絶縁性無機粒子層、反射防止層等がコーティングされていてもよい。
【００１８】
　前記基板の形状としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例
えば、楕円形状、長方形状などが挙げられる。また、前記調光装置が前記調光眼鏡として
用いられる場合には、前記第一の基板をレンズとし、前記第一の基板の外形を前記フレー
ムのリムに応じた形状としてもよい。
【００１９】
＜＜第一の電極層及び第二の電極層＞＞
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　前記第一の電極層及び前記第二の電極層（以下、いずれかを特定しない場合には単に「
電極層」と称することがある）の材料としては、透明かつ導電性を有する材料であれば特
に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、スズをドープした酸化イ
ンジウム（以下、「ＩＴＯ」と称することもある）、フッ素をドープした酸化スズ（以下
、「ＦＴＯ」と称することもある）、アンチモンをドープした酸化スズ（以下、「ＡＴＯ
」と称することもある）などが挙げられる。これらの中でも、スパッタ法により、容易に
成膜が可能な材料であると共に、良好な透明性と電気伝導度が得られる点から、真空成膜
により形成されたインジウム酸化物（以下、「Ｉｎ酸化物」と称することもある）、スズ
酸化物（以下、「Ｓｎ酸化物」と称することもある）、及び亜鉛酸化物（以下、「Ｚｎ酸
化物」と称することもある）の少なくともいずれかを含むことが好ましい。これらの中で
も、ＩｎＳｎＯ、ＧａＺｎＯ、ＳｎＯ、Ｉｎ２Ｏ３、ＺｎＯが特に好ましい。更には、透
明性を有する銀、金、カーボンナノチューブ、金属酸化物等のネットワーク電極やこれら
の複合層も有用である。
【００２０】
　前記電極層の平均厚みとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することがで
きるが、エレクトロクロミックの酸化還元反応に必要な電気抵抗値が得られるように調整
されることが好ましく、ＩＴＯを用いた場合には、５０ｎｍ以上５００ｎｍ以下が好まし
い。
【００２１】
＜＜エレクトロクロミック層＞＞
　前記エレクトロクロミック層としては、エレクトロクロミック化合物を含んでいれば特
に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。
　前記エレクトロクロミック材料としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択する
ことができ、例えば、無機エレクトロクロミック化合物、有機エレクトロクロミック化合
物、エレクトロクロミズムを示すことで知られる導電性高分子などが挙げられる。
【００２２】
　前記無機エレクトロクロミック化合物としては、例えば、酸化タングステン、酸化モリ
ブデン、酸化イリジウム、酸化チタンなどが挙げられる。
　前記有機エレクトロクロミック化合物としては、例えば、ビオロゲン、希土類フタロシ
アニン、スチリルなどが挙げられる。
　前記導電性高分子としては、例えば、ポリピロール、ポリチオフェン、ポリアニリン、
又はそれらの誘導体などが挙げられる。
【００２３】
　前記エレクトロクロミック層としては、導電性又は半導体性微粒子に有機エレクトロク
ロミック化合物を担持した構造を用いることが好ましい。
　具体的には、電極表面に粒径５ｎｍ～５０ｎｍ程度の微粒子を焼結し、前記微粒子の表
面にホスホン酸やカルボキシル基、シラノール基等の極性基を有する有機エレクトロクロ
ミック化合物を吸着した構造である。
　前記構造は、微粒子の大きな表面効果を利用して、効率よく有機エレクトロクロミック
化合物に電子が注入されるため、従来のエレクトロクロミック表示素子と比較して高速応
答する。
　更に、微粒子を用いることで表示層として透明な膜を形成することができるため、エレ
クトロクロミック色素の高い発色濃度を得ることができる。
　なお、複数種類の有機エレクトロクロミック化合物を導電性又は半導体性微粒子に担持
することもできる。
【００２４】
　前記エレクトロクロミック材料としては、具体的には、ポリマー系、色素系のエレクト
ロクロミック化合物として、アゾベンゼン系、アントラキノン系、ジアリールエテン系、
ジヒドロプレン系、ジピリジン系、スチリル系、スチリルスピロピラン系、スピロオキサ
ジン系、スピロチオピラン系、チオインジゴ系、テトラチアフルバレン系、テレフタル酸
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系、トリフェニルメタン系、トリフェニルアミン系、ナフトピラン系、ビオロゲン系、ピ
ラゾリン系、フェナジン系、フェニレンジアミン系、フェノキサジン系、フェノチアジン
系、フタロシアニン系、フルオラン系、フルギド系、ベンゾピラン系、メタロセン系等の
低分子系有機エレクトロクロミック化合物、ポリアニリン、ポリチオフェン等の導電性高
分子化合物などが挙げられる。
　これらの中でも、発消色電位が低く、良好な色値を示す点から、ビオロゲン系化合物又
はジピリジン系化合物が好ましい。
【００２５】
　前記ビオロゲン系化合物としては、例えば、特許第３９５５６４１号公報、特開２００
７－１７１７８１号公報に記載の化合物などが挙げられる。
　前記ジピリジン系化合物としては、例えば、特開２００７－１７１７８１号公報、特開
２００８－１１６７１８号公報に記載の化合物などが挙げられる。
　これらの中でも、良好な発色の色値を示す点から、下記一般式１で表されるジピリジン
系化合物が好ましい。
【００２６】
　前記ビオロゲン系化合物としては、例えば、特許第３９５５６４１号公報、特開２００
７－１７１７８１号公報に記載の化合物などが挙げられる。
　前記ジピリジン系化合物としては、例えば、特開２００７－１７１７８１号公報、特開
２００８－１１６７１８号公報に記載の化合物などが挙げられる。
　これらの中でも、良好な発色の色値を示す点から、下記一般式１で表されるジピリジン
系化合物が好ましい。
【００２７】
［一般式１］
【化１】

　ただし、前記一般式１中、Ｒ１及びＲ２は、それぞれ独立に、置換基を有してもよい炭
素数１～８のアルキル基、又はアリール基を表し、Ｒ１及びＲ２の少なくとも一方は、Ｃ
ＯＯＨ、ＰＯ（ＯＨ）２、及びＳｉ（ＯＣｋＨ２ｋ＋１）３（ただし、ｋは、１から２０
）から選ばれる置換基を有する。Ｘは１価のアニオンを表し、例えば、カチオン部と安定
に対を成すものであれば特に限定されるものではないが、Ｂｒイオン（Ｂｒ－）、Ｃｌイ
オン（Ｃｌ－）、ＣｌＯ４イオン（ＣｌＯ４

－）、ＰＦ６イオン（ＰＦ６
－）、ＢＦ４イ

オン（ＢＦ４
－）などが挙げられる。ｎ、ｍ、及びｌは、０、１又は２を表す。Ａ、Ｂ、

及びＣは、それぞれ独立に置換基を有してもよい炭素数１～２０のアルキル基、アリール
基、又は複素環基を表す。
【００２８】
　金属錯体系、金属酸化物系のエレクトロクロミック化合物としては、例えば、酸化チタ
ン、酸化バナジウム、酸化タングステン、酸化インジウム、酸化イリジウム、酸化ニッケ
ル、プルシアンブルー等の無機系エレクトロクロミック化合物などが挙げられる。
　導電性又は半導体性微粒子としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すること
ができるが、金属酸化物が好ましい。
　前記金属酸化物の材料としては、例えば、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化スズ、酸化ジル
コニウム、酸化セリウム、酸化イットリウム、酸化ホウ素、酸化マグネシウム、チタン酸
ストロンチウム、チタン酸カリウム、チタン酸バリウム、チタン酸カルシウム、酸化カル
シウム、フェライト、酸化ハフニウム、酸化タングステン、酸化鉄、酸化銅、酸化ニッケ
ル、酸化コバルト、酸化バリウム、酸化ストロンチウム、酸化バナジウム、アルミノケイ
酸、リン酸カルシウム、アルミノシリケート等を主成分とする金属酸化物などが挙げられ
る。これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
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　電気伝導性等の電気的特性や光学的性質等の物理的特性を鑑みるに、酸化チタン、酸化
亜鉛、酸化スズ、酸化ジルコニウム、酸化鉄、酸化マグネシウム、酸化インジウム、酸化
タングステンから選ばれる１種又はそれらの混合物が用いられたとき、発消色の応答速度
に優れた色表示が可能である。
　とりわけ、酸化チタンが用いられたとき、より発消色の応答速度に優れた色表示が可能
である。
　また、導電性又は半導体性微粒子の形状は、特に制限されるものではないが、エレクト
ロクロミック化合物を効率よく担持するために、単位体積当たりの表面積（以下、比表面
積という）が大きい形状が用いられる。
　例えば、微粒子が、ナノ粒子の集合体であるときは、大きな比表面積を有するため、よ
り効率的にエレクトロクロミック化合物が担持され、発消色の表示コントラスト比が優れ
る。
【００２９】
　前記エレクトロクロミック層の平均厚みは、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択す
ることができるが、０．２μｍ以上５．０μｍ以下が好ましい。前記エレクトロクロミッ
ク層の平均厚みが０．２μｍ未満であると、発色濃度が得にくくなることがあり、５．０
μｍを超えると、製造コストが増大すると共に、発色によって視認性が低下しやすいこと
がある。
　前記エレクトロクロミック層及び導電性又は半導体性微粒子層は真空製膜により形成す
ることも可能であるが、生産性の点で粒子分散ペーストとして塗布形成することが好まし
い。
【００３０】
＜＜絶縁性無機粒子層＞＞
　前記絶縁性無機粒子層は、前記第１の電極層と前記第２の電極層とが電気的に絶縁され
るように隔離するための層である。
　前記絶縁性無機粒子層の材料としては、特に限定されるものではないが、絶縁性が高く
、耐久性が高く、成膜性に優れた有機材料、無機材料、又はこれらの複合体が好ましい。
　前記絶縁性無機粒子層の形成方法としては、例えば、焼結法（高分子微粒子や無機粒子
をバインダ等に添加して部分的に融着させ粒子間に生じた孔を利用する）、抽出法（溶剤
に可溶な有機物又は無機物類と溶剤に溶解しないバインダ等で構成層を形成した後に、溶
剤で有機物又は無機物類を溶解させ細孔を得る）、高分子重合体等を加熱や脱気する等し
て発泡させる発泡法、良溶媒と貧溶媒を操作して高分子類の混合物を相分離させる相転換
法、各種放射線を輻射して細孔を形成させる放射線照射法等の公知の形成方法を用いるこ
とができる。
　具体的には、金属酸化物微粒子（例えば、ＳｉＯ２粒子、Ａｌ２Ｏ３粒子等）と樹脂結
着剤からなる樹脂混合粒子膜、多孔性有機膜（例えば、ポリウレタン樹脂、ポリエチレン
樹脂等）、多孔質膜上に形成した無機絶縁材料膜などが挙げられる。
【００３１】
＜＜電解質＞＞
　前記電解質は、固体電解質であり、前記第１の電極層と前記第２の電極層との間に充填
される。
　前記電解質としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、前
記電解質の平均厚みを制御する無機粒子を含むことが好ましい。
　また、予め前記絶縁性無機粒子層を形成した後、前記絶縁性無機粒子層に浸透するよう
に、前記硬化樹脂を混合した溶液としてコートした後、光又は熱で硬化することが好まし
い。前記電解質は、前記無機粒子と、前記硬化樹脂とを混合した溶液として前記エレクト
ロクロミック層上にコートした後、光又は熱で硬化した膜としてもよい。
　更に、前記エレクトロクロミック層が導電性又は半導体性ナノ粒子にエレクトロクロミ
ック化合物が担持された層である場合は、前記エレクトロクロミック層に浸透するように
、前記硬化樹脂と前記電解質とを混合した溶液としてコートした後、光又は熱で硬化した
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膜とすることもできる。
【００３２】
　前記電解液としては、例えば、イオン液体等の液体電解質、又は固体電解質を溶媒に溶
解した溶液などが挙げられる。
【００３３】
　電解質の材料としては、例えば、アルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩等の無機イオン
塩、４級アンモニウム塩や酸類、アルカリ類の支持塩を用いることができ、具体的には、
１－エチル－３－メチルイミダゾウム塩、ＬｉＣｌＯ４、ＬｉＢＦ４、ＬｉＡｓＦ６、Ｌ
ｉＰＦ６、ＬｉＣＦ３ＳＯ３、ＬｉＣＦ３ＣＯＯ、ＫＣｌ、ＮａＣｌＯ３、ＮａＣｌ、Ｎ
ａＢＦ４、ＮａＳＣＮ、ＫＢＦ４、Ｍｇ（ＣｌＯ４）２、Ｍｇ（ＢＦ４）２などが挙げら
れる。これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
【００３４】
　前記溶媒としては、例えば、プロピレンカーボネート、アセトニトリル、γ－ブチロラ
クトン、エチレンカーボネート、スルホラン、ジオキソラン、テトラヒドロフラン、２－
メチルテトラヒドロフラン、ジメチルスルホキシド、１，２－ジメトキシエタン、１，２
－エトキシメトキシエタン、ポリエチレングリコール、アルコール類などが挙げられる。
これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
【００３５】
　前記硬化樹脂としては、例えば、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、塩化ビ
ニル樹脂、エチレン樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂等の光硬化樹脂；熱硬化樹脂な
どが挙げられる。これらの中でも、前記電解質との相溶性が高い材料が好ましく、ポリエ
チレングリコール、ポリプロピレングリコール等のエチレングリコールの誘導体がより好
ましい。
　また、前記硬化樹脂としては、熱重合や、溶剤を蒸発させることにより薄膜化する方法
に比べて、低温かつ短時間で素子を製造できる点から、光硬化樹脂が好ましい。
　これらを組み合わせた電解質の中では、硬度と高いイオン伝導度が両立しやすい点から
、オキシエチレン鎖やオキシプロピレン鎖を含有するマトリックスポリマーとイオン液体
との固溶体が特に好ましい。特に好ましい組み合わせは、オキシエチレン鎖やオキシプロ
ピレン鎖を含有するマトリックスポリマーとイオン液体との固溶体で構成されている電解
質層である。この構成を用いることにより、硬度と高いイオン伝導度を両立しやすい。
【００３６】
　前記無機粒子としては、多孔質層を形成して電解質と硬化樹脂を保持することができる
材料であれば特に限定されるものではないが、エレクトロクロミック反応の安定性、視認
性の点から、絶縁性、透明性、耐久性が高い材料が好ましい。具体的な材料としては、シ
リコン、アルミニウム、チタン、亜鉛、錫等の酸化物又は硫化物、あるいはそれらの混合
物などが挙げられる。
　前記無機粒子の一次粒子の個数平均粒径としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜
選択することができるが、１０ｎｍ以上１０μｍ以下が好ましく、１０ｎｍ以上１００ｎ
ｍ以下がより好ましい。
【００３７】
＜＜その他の層＞＞
　前記その他の層としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例
えば、保護層などが挙げられる。
【００３８】
　前記保護層は、前記エレクトロクロミック素子の側面部を物理的及び化学的に保護する
ように形成される。
　前記保護層は、例えば、紫外線硬化性や熱硬化性の絶縁性樹脂等を、側面及び上面の少
なくともいずれかを覆うように塗布し、その後硬化させることにより形成できる。また、
硬化樹脂と無機材料との積層保護層とすることが更に好ましい。無機材料との積層構造に
することで、酸素や水に対するバリア性が向上する。
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【００３９】
　前記無機材料としては、絶縁性、透明性、耐久性が高い材料が好ましく、例えば、シリ
コン、アルミニウム、チタン、亜鉛、錫等の酸化物又は硫化物、あるいはこれらの混合物
などが挙げられる。これらの膜はスパッタ法や蒸着法などの真空製膜プロセスで容易に形
成することができる。
　前記保護層の平均厚みとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することがで
きるが、０．５μｍ以上１０μｍ以下が好ましい。
【００４０】
＜光量計測手段及び光量計測工程＞
　前記光量計測手段は、前記第一の素子及び前記第二の素子を透過した光量をそれぞれ計
測する手段である。
　前記光量計測工程は、印加される第一の電圧に応じて透過する光量が変化する第一の素
子、及び印加される第二の電圧に応じて透過する光量が変化する第二の素子を発色させた
とき、前記第一の素子及び前記第二の素子を透過した光量をそれぞれ計測する工程であり
、前記光量計測手段により好適に行うことができる。
【００４１】
　前記光量計測手段は、前記制御手段に電気的に接続され、計測した前記光量に応じた出
力電圧を前記制御手段に出力する。前記光量計測手段は、前記第一の素子の前記透過光量
を計測する第一の光量計測部と、前記第二の素子の前記透過光量を計測する第二の光量計
測部とを有するようにしてもよい。
　前記光量計測手段としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、
例えば、Ｓｉフォトダイオード、ＧａＡｓＰフォトダイオード、ＩｎＧａＡｓフォトダイ
オード、ＧａＰフォトダイオード、Ｇｅフォトダイオード、ＩｎＡｓフォトダイオードな
どが挙げられる。これらの中でも、測定波長領域が可視域にあり、コストパフォーマンス
が高いＳｉフォトダイオードが好ましい。
【００４２】
　本発明の調光装置が調光眼鏡である場合、前記光量計測手段の位置としては、特に制限
はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、ユーザの視界を遮らないようにレン
ズとしての前記素子の周縁部が好ましく、前記光量計測手段への配線を引き回しやすいヨ
ロイ付近やブリッジ付近がより好ましい。
【００４３】
＜制御手段及び制御工程＞
　前記制御手段は、前記光量計測手段により計測された光量の差が所定の範囲外であると
き、前記第一の電圧及び前記第二の電圧の少なくともいずれかを調整して、前記光量の差
を低減するように制御する手段である。
　前記制御工程は、計測された光量の差が所定の範囲外であると判定したとき、前記光量
の差を低減するように前記第一の電圧及び前記第二の電圧の少なくともいずれかを調整す
る工程であり、前記制御手段により好適に行うことができる。
【００４４】
　前記制御手段は、演算部と、電圧印加部とを有し、メモリを有することが好ましい。
　前記演算部は、前記第一の素子及び前記第二の素子における前記光量の差を求めること
ができる。
　前記電圧印加部は、前記演算部により求めた前記光量の差に応じた前記第一の電圧及び
前記第二の電圧の少なくともいずれかを印加することができる。
　前記メモリは、前記所定の範囲などの情報を記憶することができる。
【００４５】
　前記制御手段が行う所定の範囲外であるとの判定は、発色濃度が異なると認識できる光
量の差の範囲を所定の範囲としてあらかじめ決めて前記メモリに記憶させておき、前記光
量計測手段により計測された前記光量の差と前記所定の範囲とを前記制御手段が比較する
ことにより判定する。
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【００４６】
　前記光量の差を低減するように前記電圧を調整する処理としては、例えば、以下に説明
するような前記素子に印加する電圧の電圧印加条件を補正処理することなどが挙げられる
。
　電圧の前記電圧印加条件には、電圧値及び電圧印加時間の２つのパラメータがあるため
、電圧値及び電圧印加時間のそれぞれの補正処理について説明する。
【００４７】
［電圧値の補正処理］
　前記電圧値の補正処理としては、例えば、前記素子を消色状態から発色状態に変化させ
るときの前記電圧値に対する前記光量計測手段の出力電圧の変動率をΔＶｏｎ／ΔＶとし
、前記素子を発色状態から消色状態に変化させるときの前記電圧値に対する前記光量計測
手段の出力電圧の変動率をΔＶｏｆｆ／ΔＶとすると、それぞれの変動率（ΔＶｏｎ／Δ
Ｖ又はΔＶｏｆｆ／ΔＶ）の逆数に比例する値を補正係数として補正電圧値を決定するよ
うにしてもよい。具体的には、前記第一の素子における前記光量計測部の出力電圧Ｖ１と
前記第二の素子における前記光量計測部の出力電圧Ｖ２との差が｜Ｖ１－Ｖ２｜である場
合、補正電圧値ΔＶｃは、前記素子を消色状態から発色状態に変化させるときは、次式、
ΔＶｃ＝α・（ΔＶ／ΔＶｏｎ）・｜Ｖ１－Ｖ２｜あるいは前記素子を発色状態から消色
状態に変化させるときは、次式、ΔＶｃ＝α・（ΔＶ／ΔＶｏｆｆ）・｜Ｖ１－Ｖ２｜と
する。これにより、初期の電圧値Ｖに補正電圧値ΔＶｃを加えた電圧値Ｖ＋ΔＶｃとした
電圧印加条件の電圧を前記透過光量が低い前記素子に印加すると、前記透過光量が低い前
記素子の前記透過光量を、もう一方の前記素子の前記透過光量に近づけることができる。
【００４８】
　αとしては、次式、０＜α≦１、が好ましく、次式、０．３＜α＜０．８がより好まし
い。次式、０．３＜α＜０．８、であると、過補正になりにくく、前記素子に与えるダメ
ージを少なくすることができるとともに、補正回数を少なくすることができる。
　なお、ΔＶｏｎ／ΔＶ、ΔＶｏｆｆ／ΔＶ、及びαの情報は、あらかじめ前記メモリ内
に保存されており、これらの情報を読み出して前記補正電圧値を算出する。
【００４９】
［電圧印加時間の補正処理］
　前記電圧印加時間の補正処理としては、例えば、前記素子を消色状態から発色状態に変
化させるときの前記電圧印加時間に対する前記光量計測手段の出力電圧の変動率をΔＶｏ
ｎ／Δｔとし、前記素子を発色状態から消色状態に変化させるときの前記電圧印加時間に
対する前記光量計測手段の出力電圧の変動率をΔＶｏｆｆ／Δｔとすると、それぞれの変
動率（ΔＶｏｎ／Δｔ又はΔＶｏｆｆ／Δｔ）の逆数に比例する値を補正係数として補正
電圧値を決定するようにしてもよい。具体的には、前記第一の素子における前記光量計測
部の出力電圧Ｖ１と前記第二の素子における前記光量計測部の出力電圧Ｖ２との差が｜Ｖ
１－Ｖ２｜である場合、補正電圧印加時間Δｔｃは、前記素子を消色状態から発色状態に
変化させるときは、次式、Δｔｃ＝β・（Δｔ／ΔＶｏｎ）・｜Ｖ１－Ｖ２｜あるいは前
記素子を発色状態から消色状態に変化させるときは、次式、Δｔｃ＝β・（Δｔ／ΔＶｏ
ｆｆ）・｜Ｖ１－Ｖ２｜とする。これにより、初期の電圧印加時間ｔに補正電圧印加時間
Δｔｃを加えたｔ＋Δｔｃとした電圧印加条件の電圧を透過光量が低い素子に印加すると
、前記透過光量が低い素子の前記透過光量を、もう一方の前記素子の前記透過光量に近づ
けることができる。
【００５０】
　βとしては、次式、０＜β≦１、が好ましく、次式、０．３＜β＜０．８、がより好ま
しい。次式、０＜β≦１、であると、過補正になりにくく、前記素子に与えるダメージを
少なくすることができるとともに、補正回数を少なくすることができる。
　なお、ΔＶｏｎ／Δｔ、ΔＶｏｆｆ／Δｔ、及びβの情報は、あらかじめ前記メモリ内
に保存されており、これらの情報を読み出して前記補正電圧印加時間を算出する。
【００５１】
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　前記制御手段は、前記第一の電圧及び前記第二の電圧の少なくともいずれかにおける、
電圧値及び電圧印加時間の少なくともいずれかを調整することが好ましい。
【００５２】
　前記制御手段が、前記第一の素子及び前記第二の素子のうち前記光量が低い前記素子を
基準として、前記光量が高い前記素子に印加する前記電圧を調整することが好ましい。前
記光量が低く、比較的濃い発色状態の前記素子を基準として、前記光量が高く、比較的淡
い発色状態の前記素子の電圧を調整することにより、調整後では消色状態と発色状態での
前記光量の差が大きくなり、コントラストが高い調光効果を得ることができる。
【００５３】
＜その他の手段及びその他の工程＞
　前記その他の手段としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる
が、スイッチと、電源と、フレームとを有することが好ましい。
　前記その他の工程は、前記その他の手段により好適に行うことができる。
【００５４】
＜＜スイッチ＞＞
　前記スイッチを切り替えることにより、例えば、前記第一の電極層と前記第二の電極層
との間にプラス電圧を印加する状態、マイナス電圧を印加する状態、電圧を印加しない状
態の中から１つの状態を選択可能である。更に、前記第一の素子の透過光量及び前記第二
の素子の透過光量をそれぞれ計測し、計測結果に基づいて前記電圧印加条件、すなわち電
圧値及び電圧印加時間の少なくともいずれかを設定するモードも選択可能としてもよい。
　前記スイッチとしては、例えば、スライドスイッチ、プッシュスイッチなどが挙げられ
、少なくとも前述の３つの状態を切り替え可能なスイッチとしてもよい。
【００５５】
＜＜電源＞＞
　前記電源としては、前記第一の電極層と前記第二の電極層との間にプラスマイナス数Ｖ
程度の電圧を印加可能であれば任意の直流電源を用いることができ、例えば、ボタン電池
、太陽電池などが挙げられる。
【００５６】
＜＜フレーム＞＞
　前記フレームは、前記素子の周縁を保持し、前記電極パッドと電気的に接続可能な接続
部材を有する。本発明の調光装置が調光眼鏡の場合、前記調光眼鏡のフレームとして用い
られる。
【００５７】
　ここで、本発明における調光装置の一例について図面を参照して説明する。
　なお、各図面において、同一構成部分には同一符号を付し、重複した説明を省略する場
合がある。また、下記構成部材の数、位置、形状等は本実施の形態に限定されず、本発明
を実施する上で好ましい数、位置、形状等にすることができる。
【００５８】
　図１は、本発明の調光装置の一例を示す模式図である。図１には、前記調光装置として
調光眼鏡の例を示している。
　図１に示すように、調光眼鏡１００は、前記エレクトロクロミック素子としての第一の
素子１１及び第二の素子１２、フレーム５０と、スイッチ６０とを有する。
【００５９】
　第一の素子１１及び第二の素子１２は、フレーム５０のリム形状に合わせて形状を加工
したものであり、フレーム５０に組み込まれている。
　フレーム５０には、スイッチ６０と図示しない前記電源が設けられている。
　前記電源は、スイッチ６０を介して、図示しない配線により、前記接続部材及び前記電
極パッドを介して前記第一の電極層及び前記第二の電極層と、図示しない前記光量計測手
段と、前記制御手段とが電気的に接続されている。
【００６０】
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　例えば、前記第一の電極層と前記第二の電極層との間にプラス電圧を印加することによ
り、第一の素子１１及び第二の素子１２が所定の色に発色する。また、前記第一の電極層
と前記第二の電極層との間にマイナス電圧を印加することにより、第一の素子１１及び第
二の素子１２が消色して透明となる。
【００６１】
　ただし、前記エレクトロクロミック層に使用する材料の特性により、前記第一の電極層
と前記第二の電極層との間にマイナス電圧を印加することにより発色し、プラス電圧を印
加することにより消色して透明となる場合もある。なお、一度発色した後は、前記第一の
電極層と前記第二の電極層との間に電圧を印加しなくても発色状態が継続する。
【００６２】
　図２Ａ～図２Ｅは、本発明の調光装置に用いるエレクトロクロミック素子の構成の一例
を示す模式図である。
　図２Ａに示すように、第一の基板１１ａ上には、第一の電極層１１ｂと、エレクトロク
ロミック（ＥＣ）層１１ｃと、絶縁性無機粒子層１１ｄとが形成されている。
　図２Ｂに示すように、第二の基板１１ｇ上には、第二の電極層１１ｆが形成されている
。
　絶縁性無機粒子層１１ｄの面と、第二の電極層１１ｆの面とを合わせるように重ね、絶
縁性無機粒子層１１ｄ及び第二の電極層１１ｆの間に間隙を設け、第一の電極層１１ｂと
第二の電極層１１ｆとのの間に電解質層１１ｅを充填して貼りあわせると、図２Ｃに示す
ようなエレクトロクロミック素子を作製することができる。
【００６３】
　本発明の調光装置が調光眼鏡の場合、前記エレクトロクロミック素子を調光レンズとし
て用いるときには、図２Ｄに示すように、前記エレクトロクロミック素子を熱成形により
所望の形状に曲げ加工する。その後、図２Ｅに示すように、曲げ加工されたエレクトロク
ロミック素子の外側表面に樹脂を追加形成して基板を厚膜化する。厚膜化した前記基板を
削加工することにより、所望の曲面を形成し、ユーザ固有の条件に合わせたレンズ加工（
度数加工など）して、調光レンズを得ることができる。この方法によれば、製品形状ごと
に金型や部材を準備することが不要となり、多品種少量生産が容易になる。
【００６４】
　図３は、本発明の調光装置の一例を示すブロック図である。
　図３に示すように、調光装置１００は、第一の素子１１と、第二の素子１２と、光量計
測手段２０と、制御手段３０と、電力を供給する電源４０と、を有する。
【００６５】
　第一の素子１１及び第二の素子１２は、前記エレクトロクロミック素子であり、制御手
段３０の後述する電圧印加部３２にそれぞれ接続され、電圧印加部３２により前記電圧印
加条件に基づいた電圧を印加される。
【００６６】
　光量計測手段２０は、第一の素子１１及び第二の素子１２の透過光量をそれぞれ計測す
る第一の光量計測部２１及び第二の光量計測部２２を有する。第一の光量計測部２１及び
第二の光量計測部２２は、制御手段３０の演算部３３にそれぞれ接続され、計測した前記
透過光量の情報を演算部３３に出力する。
【００６７】
　制御手段３０は、メモリ３１と、電圧印加部３２と、演算部３３とを有する。
　制御手段３０は、メモリ３１に前記電圧印加条件の読込み及び書込みを行い、読み込ん
だ前記電圧印加条件に基づいて、電圧印加部３２により第一の素子１１及び第二の素子１
２にそれぞれ前記第一の電圧及び前記第二の電圧を印加させる。また、制御手段３０は、
第一の光量計測部２１及び第二の光量計測部２２から入力された前記透過光量の情報を演
算部３３により演算させ、演算した結果に基づいて求めた新たな電圧印加条件をメモリ３
１に書き込む。
【００６８】
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　電源４０は、調光装置１００全体に制御手段３０を介して電力を供給する。
【００６９】
　次に、本発明の調光装置を調光眼鏡として構成し、左右のレンズとしての第一の素子及
び第二の素子をそれぞれ透過する光量の差、即ち発色濃度の差を低減するために前記素子
に印加する電圧を調整するフローを、図４に示すフローチャートの図中Ｓで表すステップ
にしたがって図１及び図３を参照しながら説明する。
【００７０】
　Ｓ１０１では、調光眼鏡１００の図示しない電源をオンにし、処理をＳ１０２に移行す
る。
【００７１】
　Ｓ１０２では、制御手段３０は、第一の素子１１を発色させる電圧印加条件Ｄ１、及び
第二の素子１２を発色させる電圧印加条件Ｄ２をメモリ３１から読み込み、処理をＳ１０
３に移行する。
【００７２】
　Ｓ１０３では、制御手段３０は、メモリ３１から読み込んだ電圧印加条件Ｄ１、Ｄ２に
基づいて、電圧印加部３２により第一の素子１１及び第二の素子１２をそれぞれ発色させ
る電圧を印加させ、処理をＳ１０４に移行する。
【００７３】
　Ｓ１０４では、第一の素子１１及び第二の素子１２をそれぞれ発色させた制御手段３０
は、第一の素子１１における第一の光量計測部２１の出力電圧Ｖ１と、第二の素子１２に
おける第二の光量計測部２２の出力電圧Ｖ２を出力させ、処理をＳ１０５に移行する。
【００７４】
　Ｓ１０５では、制御手段３０は、演算部３３により第一の光量計測部２１の出力電圧Ｖ
１と第二の光量計測部２２の出力電圧Ｖ２との差の絶対値である｜Ｖ１－Ｖ２｜を演算さ
せ、｜Ｖ１－Ｖ２｜が所定の値Ｖｓより小さいか否かを判定する。制御手段３０は、｜Ｖ
１－Ｖ２｜がＶｓより小さいと判定すると処理をＳ１０６に移行し、｜Ｖ１－Ｖ２｜がＶ
ｓ以上であると判定すると処理をＳ１０７に移行する。なお、所定の値Ｖｓは、前記発色
濃度が異なると認識される前記光量計測部の出力電圧差であり、あらかじめメモリに記憶
させている。
【００７５】
　Ｓ１０６では、｜Ｖ１－Ｖ２｜がＶｓより小さいと判定した制御手段３０は、電圧印加
部３２により第一の素子１１及び第二の素子１２をそれぞれ消色させる電圧を印加させ、
本処理を終了する。
【００７６】
　Ｓ１０７では、｜Ｖ１－Ｖ２｜がＶｓ以上であると判定した制御手段３０は、演算部３
３により次式、Ｖ１－Ｖ２＜０、を演算させ、第一の光量計測部２１の出力電圧Ｖ１及び
第二の光量計測部２２の出力電圧Ｖ２のいずれかが大きいのかを判定する。制御手段３０
は、出力電圧Ｖ１が出力電圧Ｖ２よりも小さいと判定すると処理をＳ１０８に移行し、出
力電圧Ｖ１が出力電圧Ｖ２よりも大きいと判定すると処理をＳ１１０に移行する。
【００７７】
　Ｓ１０８では、出力電圧Ｖ１が出力電圧Ｖ２よりも小さいと判定した制御手段３０は、
出力電圧Ｖ１と出力電圧Ｖ２が同等の出力電圧になるように電圧印加条件Ｄ２にΔＤを加
算して補正し、処理をＳ１０９に移行する。
【００７８】
　Ｓ１０９では、制御手段３０は、電圧印加条件Ｄ２を補正した値にメモリ内の電圧印加
条件を書き換えて、処理をＳ２０１に移行する。
【００７９】
　Ｓ１１０では、出力電圧Ｖ１が出力電圧Ｖ２よりも大きいと判定した制御手段３０は、
出力電圧Ｖ１と出力電圧Ｖ２が同等の出力電圧になるように電圧印加条件Ｄ１にΔＤを加
算して補正し、処理をＳ１１１に移行する。
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【００８０】
　Ｓ１１１では、制御手段３０は、電圧印加条件Ｄ１を補正した値にメモリ内の電圧印加
条件を書き換えて、処理をＳ３０１に移行する。
【００８１】
　Ｓ２０１では、制御手段３０は、電圧印加部３２により第一の素子１１及び第二の素子
１２にそれぞれ消色させる電圧を印加させ、処理をＳ２０２に移行する。
【００８２】
　Ｓ２０２では、制御手段３０は、電圧印加条件Ｄ１、及び補正後の電圧印加条件Ｄ２を
メモリ３１から読み込み、処理をＳ２０３に移行する。
【００８３】
　Ｓ２０３では、制御手段３０は、メモリ３１から読み込んだ電圧印加条件Ｄ１、Ｄ２に
基づいて、電圧印加部３２により第一の素子１１及び第二の素子１２に電圧を印加させ、
処理をＳ２０４に移行する。
【００８４】
　Ｓ２０４では、第一の素子１１及び第二の素子１２にそれぞれ電圧を印加させた制御手
段３０は、第一の光量計測部２１により出力電圧Ｖ１と、第二の光量計測部２２により出
力電圧Ｖ２を出力させ、処理をＳ２０５に移行する。
【００８５】
　Ｓ２０５では、制御手段３０は、演算部３３により出力電圧Ｖ１と出力電圧Ｖ２との差
の絶対値である｜Ｖ１－Ｖ２｜を演算させ、｜Ｖ１－Ｖ２｜が所定の値Ｖｓより小さいか
否かを判定する。制御手段３０は、｜Ｖ１－Ｖ２｜がＶｓより小さいと判定すると処理を
Ｓ１０６に移行し、｜Ｖ１－Ｖ２｜がＶｓ以上であると判定すると処理をＳ２０６に移行
する。
【００８６】
　Ｓ２０６では、｜Ｖ１－Ｖ２｜がＶｓ以上であると判定した制御手段３０は、演算部３
３により次式、Ｖ１－Ｖ２＜０、を演算させ、出力電圧Ｖ１及び出力電圧Ｖ２のいずれか
が大きいのかを判定する。制御手段３０は、出力電圧Ｖ１が出力電圧Ｖ２よりも小さいと
判定すると処理をＳ２０７に移行し、出力電圧Ｖ１が出力電圧Ｖ２よりも大きいと判定す
ると処理をＳ２０８に移行する。
【００８７】
　Ｓ２０７では、出力電圧Ｖ１が出力電圧Ｖ２よりも小さいと判定した制御手段３０は、
出力電圧Ｖ１と出力電圧Ｖ２が同等の出力電圧になるように電圧印加条件Ｄ２にΔＤを加
算して補正し、処理をＳ２０９に移行する。
【００８８】
　Ｓ２０８では、出力電圧Ｖ１が出力電圧Ｖ２よりも大きいと判定した制御手段３０は、
出力電圧Ｖ１と出力電圧Ｖ２が同等の出力電圧になるように電圧印加条件Ｄ２からΔＤを
減算して補正し、処理をＳ２０９に移行する。
【００８９】
　Ｓ２０９では、制御手段３０は、電印加条件Ｄ２を補正した値にメモリ内の電圧印加条
件を書き換えて、処理をＳ２０１に戻す。
【００９０】
　Ｓ３０１では、制御手段３０は、電圧印加部３２により第一の素子１１及び第二の素子
１２にそれぞれ消色させる電圧を印加させ、処理をＳ３０２に移行する。
【００９１】
　Ｓ３０２では、制御手段３０は、補正後の電圧印加条件Ｄ１、及び電圧印加条件Ｄ２を
メモリ３１から読み込み、処理をＳ３０３に移行する。
【００９２】
　Ｓ３０３では、制御手段３０は、メモリ３１から読み込んだ電圧印加条件Ｄ１、Ｄ２に
基づいて、電圧印加部３２により第一の素子１１及び第二の素子１２に電圧を印加させ、
処理をＳ３０４に移行する。
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【００９３】
　Ｓ３０４では、第一の素子１１及び第二の素子１２にそれぞれ電圧を印加させた制御手
段３０は、第一の光量計測部２１により出力電圧Ｖ１と、第二の光量計測部２２により出
力電圧Ｖ２を出力させ、処理をＳ３０５に移行する。
【００９４】
　Ｓ３０５では、制御手段３０は、演算部３３により出力電圧Ｖ１と出力電圧Ｖ２との差
の絶対値である｜Ｖ１－Ｖ２｜を演算させ、｜Ｖ１－Ｖ２｜が所定の値Ｖｓより小さいか
否かを判定する。制御手段３０は、｜Ｖ１－Ｖ２｜がＶｓより小さいと判定すると処理を
Ｓ１０６に移行し、｜Ｖ１－Ｖ２｜がＶｓ以上であると判定すると処理をＳ３０６に移行
する。
【００９５】
　Ｓ３０６では、｜Ｖ１－Ｖ２｜がＶｓ以上であると判定した制御手段３０は、演算部３
３により次式、Ｖ１－Ｖ２＜０、を演算させ、出力電圧Ｖ１及び出力電圧Ｖ２のいずれか
が大きいのかを判定する。制御手段３０は、出力電圧Ｖ１が出力電圧Ｖ２よりも小さいと
判定すると処理をＳ３０７に移行し、出力電圧Ｖ１が出力電圧Ｖ２以上であると判定する
と処理をＳ３０８に移行する。
【００９６】
　Ｓ３０７では、出力電圧Ｖ１が出力電圧Ｖ２よりも小さいと判定した制御手段３０は、
出力電圧Ｖ１と出力電圧Ｖ２が同等の出力電圧になるように電圧印加条件Ｄ１からΔＤを
減算して補正し、処理をＳ３０９に移行する。
【００９７】
　Ｓ３０８では、出力電圧Ｖ１が出力電圧Ｖ２以上であると判定した制御手段３０は、出
力電圧Ｖ１と出力電圧Ｖ２が同等の出力電圧になるように電圧印加条件Ｄ１にΔＤを加算
して補正し、処理をＳ３０９に移行する。
【００９８】
　Ｓ３０９では、制御手段３０は、電印加条件Ｄ１を補正した値にメモリ内の電圧印加条
件を書き換えて、処理をＳ３０１に戻す。
【００９９】
　次に、電圧印加条件には、電圧値及び電圧印加時間の２つのパラメータがあるため、電
圧値及び電圧印加時間について、図５Ａ、図５Ｂ、図６Ａ、及び図６Ｂを参照しながら説
明する。
【０１００】
　図５Ａ及び図５Ｂは、本発明の調光装置に用いる素子における印加電圧と、光量計測手
段の出力電圧との関係の一例を示すグラフである。図５Ａは、前記電圧値を低くして、前
記素子を消色状態から発色状態に変化させたときの図であり、図５Ｂは、前記電圧値を高
くして、前記素子を発色状態から消色状態に変化させたときの図である。
　図５Ａ及び図５Ｂに示すように、前記光量計測手段の出力電圧の変化は，透過光量の変
化と対応している。
　また、前記素子に印加する電圧に対して前記光量計測手段の出力電圧がほぼ線形に変化
する範囲を設定範囲とし、それぞれの変動率、すなわち傾き（ΔＶｏｎ／ΔＶ又はΔＶｏ
ｆｆ／ΔＶ）の逆数に比例する値を補正係数として補正電圧値を決定するようにしてもよ
い。
【０１０１】
　図６Ａ及び図６Ｂは、本発明の調光装置に用いる素子における電圧印加時間と光量計測
手段の出力電圧との関係の一例を示すグラフである。図６Ａは、前記電圧値を低くして、
前記素子を消色状態から発色状態に変化させたときの図であり、図６Ｂは、前記電圧値を
高くして、前記素子を発色状態から消色状態に変化させたときの図である。
　図６Ａ及び図６Ｂに示すように、電圧印加時間に対して前記光量計測手段の出力電圧が
ほぼ線形に変化する範囲を設定範囲とし、それぞれの変動率、すなわち傾き（ΔＶｏｎ／
Δｔ又はΔＶｏｆｆ／Δｔ）の逆数に比例する値を補正係数として補正電圧印加時間を決
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定するようにしてもよい。
【実施例】
【０１０２】
　以下、本発明の実施例を説明するが、本発明は、これらの実施例に何ら限定されるもの
ではない。
【０１０３】
（製造例１）
＜エレクトロクロミック素子の作製＞
－第一の基板の作製－
　第一の基板として、長軸長さ８０ｍｍ、短軸長さ５５ｍｍ、平均厚み０．５ｍｍの楕円
形状のポリカーボネイト基板を作製した。
【０１０４】
－第一の電極層の形成－
　前記第一の基板上に、第一の電極層としてスパッタ法により平均厚み１００ｎｍのＩＴ
Ｏ膜を形成した。
【０１０５】
－エレクトロクロミック層の形成－
　得られた第一の電極層の表面に酸化チタンナノ粒子分散液（ＳＰ－２１０、昭和電工セ
ラミックス株式会社製、平均粒子径２０ｎｍ）をスピンコート法により塗布し、１２０℃
で５分間アニール処理を行うことにより、平均厚み１．０μｍの酸化チタン粒子膜（ナノ
構造半導体材料）を形成した。
　次に、エレクトロクロミック化合物として、下記構造式（１）で表されるジピリジン系
化合物を１．５質量％含む２，２，３，３－テトラフロロプロパノール溶液をスピンコー
ト法により塗布し、１２０℃で１０分間アニール処理を行うことにより、前記酸化チタン
粒子膜に担持（吸着）させて、エレクトロクロミック層を形成した。
【０１０６】
［構造式（１）］
【化２】

【０１０７】
－絶縁性無機粒子層の形成－
　得られたエレクトロクロミック層上に、一次粒子の個数平均粒径が２０ｎｍのＳｉＯ２

粒子分散液（シリカ固形分濃度２４．８質量％、ポリビニルアルコール１．２質量％、及
び水７４．０質量％）をスピンコート法により塗布し、平均厚み２μｍの絶縁性無機粒子
層を形成した。
【０１０８】
－第二の基板の作製－
　第二の基板として、前記第一の基板と同様のポリカーボネイト基板を作製した。
【０１０９】
－第二の電極層の形成－
　前記第二の基板上に、第二の電極層としてスパッタ法により平均厚み１００ｎｍのＩＴ
Ｏ膜を形成した。
【０１１０】
－電解質の形成－
　前記絶縁性無機粒子層の表面に、ポリエチレンジアクリレートと、光重合開始剤（ＩＲ
ＧＡＣＵＲＥ（登録商標）１８４、ＢＡＳＦ社製）と、電解質（１－エチル－３－メチル
イミダゾリウム塩）とを１００：５：４０（質量比）で混合した溶液を塗布し、前記第二
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の基板の第二の電極層面と貼り合わせてＵＶ硬化させることにより、前記第一の電極層と
前記第二の電極層との間に電解質を形成した。
【０１１１】
－保護層の形成－
　前記絶縁性無機粒子層と前記第二の電極層とを貼り合せたものの側面に、紫外線硬化接
着剤（ＫＡＹＡＲＡＤ　Ｒ－６０４、日本化薬株式会社製）を滴下し、紫外光照射により
硬化させて、平均厚み３μｍの保護層を形成した。
　以上により、図２Ｃに示すような、熱成形前のエレクトロクロミック素子を２つ作製し
た。
【０１１２】
＜調光装置の作製＞
－エレクトロクロミック素子の曲げ加工－
　金型温度１４５℃で９０秒間加圧して曲率半径を１３０ｍｍとする曲げ加工を行い、図
２Ｄに示すような前記エレクトロクロミック素子を２つ得た。
【０１１３】
－エレクトロクロミック素子の厚膜化－
　曲げ加工した前記エレクトロクロミック素子の凸面側を、射出成形用の凹面金型の中央
にセットした後、前記凹面金型と対となる凸面金型を前記凹面金型に重ね合わせ、曲率半
径９０ｍｍの曲面を有する金型として射出成形機の中にセットした。前記射出成形機によ
り前記金型に前記エレクトロクロミック素子にポリカーボネイト樹脂を射出成形し、図２
Ｅに示すような２つの前記エレクトロクロミック素子を厚膜化させた。
【０１１４】
－エレクトロクロミック素子の外形加工－
　２つの厚膜化させた前記エレクトロクロミック素子を、調光眼鏡のフレームにおけるリ
ムの形状に収まるように玉型加工し、前記エレクトロクロミック素子の長軸方向における
両側に幅３ｍｍ、長さ５ｍｍの突起部をそれぞれ形成した。
【０１１５】
－エレクトロクロミック素子における電極パッドの形成－
　２つの前記エレクトロクロミック素子における各々の前記突起部に導電性接着剤として
の銀ペースト（ドータイト、藤倉化成株式会社製）を筆又は楊枝を用いて塗布し、この上
から銅箔を巻いて６０℃で１５分間硬化させることによって、前記玉型加工により前記保
護層が削られて露出した前記第一の電極層又は前記第二の電極層の端部と、前記銅箔とを
前記銀ペーストにより電気的に接続させて電極パッドを形成した。
【０１１６】
－調光眼鏡の作製－
　次に、第一の光量計測部、第二の光量計測部、スイッチ、電源、及び制御手段が搭載さ
れたフレームのリムに前記エレクトロクロミック素子をそれぞれ装着し、前記電極パッド
とフレームに配置されている接続部材と電気的に接続させて、調光装置としての調光眼鏡
１を作製した。
　なお、以下の実施例１～４の説明では、調光眼鏡１に装着され、電気的に接続された２
つの前記エレクトロクロミック素子を「第一の素子」及び「第二の素子」と称して区別す
る。
【０１１７】
（実施例１）
　実施例１では、電圧印加条件のうち電圧値を、所定の補正電圧値により補正して前記第
一の光量計測部と前記第二の光量計測部との出力電圧差を低減して、前記第一の素子と前
記第二の素子の発色濃度を同一に近づけるようにした。
　得られた調光眼鏡１における前記第一の素子及び前記第二の素子に、電圧値を－３．０
Ｖ、電圧印加時間を３秒間とした電圧印加条件の電圧を、前記第一の電極層と前記第二の
電極層との間に、前記第一の電極層がマイナス極となるようにそれぞれ印加して発色状態
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にさせた。次に、前記第一の素子及び前記第二の素子に標準光源であるＤ６５光源からの
光を透過させ、前記第一の光量計測部及び前記第二の光量計測部により前記第一の素子に
おける透過光量及び前記第二の素子における透過光量をそれぞれ計測したところ、前記第
二の素子における前記第二の光量計測部の出力電圧は１．３Ｖであり，前記第一の素子に
おける前記第一の光量計測部の出力電圧は１．２Ｖであった。
【０１１８】
　そこで、前記第一の素子及び前記第二の素子をいずれも一度消色状態にした後、前記第
二の素子の電圧印加条件のうち電圧値を、前記第一の光量計測部の出力電圧と前記第二の
光量計測部の出力電圧との差である出力電圧差０．１Ｖに相当する前記電圧値を加えて－
３．２Ｖに変更して補正した。すなわち、前記第一の素子の電圧印加条件を、電圧値－３
．０Ｖ、電圧印加時間３秒間とし、また前記第二の素子の電圧印加条件を、電圧値－３．
２Ｖ、電圧印加時間３秒間として電圧をそれぞれ印加したところ、前記第二の光量計測部
の出力電圧は前記第一の光量計測部の出力電圧より０．０５Ｖだけ高かった。これにより
、前記出力電圧差を低減し、前記第一の素子及び前記第二の素子における透過した光量の
差を低減することができた。
【０１１９】
（実施例２）
　実施例２では、電圧印加条件のうち電圧値を、所定の補正電圧値より小さい値にして補
正し、過補正による前記素子へのダメージを抑制しながら前記第一の光量計測部と前記第
二の光量計測部との出力電圧差を低減して、前記第一の素子と前記第二の素子の発色濃度
を同一に近づけるようにした。
【０１２０】
　実施例１において、エレクトロクロミック素子を製造ロットが異なるエレクトロクロミ
ック素子に代えた以外は、実施例１と同様にして、実施例２の調光眼鏡２を作製した。
【０１２１】
　得られた調光眼鏡２における前記第一の素子及び前記第二の素子に、電圧値を－３．０
Ｖ、電圧印加時間を３秒間とした電圧印加条件の電圧を、前記第一の電極層と前記第二の
電極層との間に、前記第一の電極層がマイナス極となるようにそれぞれ印加して発色状態
にさせた。次に、前記第一の素子及び前記第二の素子に前記Ｄ６５光源からの光を透過さ
せ、前記光量計測手段により前記第一の素子における透過光量及び前記第二の素子におけ
る透過光量をそれぞれ計測したところ、前記第一の光量計測部の出力電圧は前記第二の光
量計測部の出力電圧よりも０．２Ｖ高かった。
【０１２２】
　そこで、前記第一の素子及び前記第二の素子をいずれも一度消色状態にした後、前記第
一の素子の電圧印加条件のうち電圧値を、前記光量計測部の前記出力電圧差０．２Ｖに相
当する前記電圧値を加えて－３．４Ｖに変更して補正した。すなわち、前記第一の素子の
電圧印加条件を、電圧値－３．４Ｖ、電圧印加時間３秒間とし、また前記第二の素子の電
圧印加条件を、電圧値－３．０Ｖ、電圧印加時間３秒間として電圧をそれぞれ印加したと
ころ、過剰に補正されてしまい、前記第一の光量計測部の出力電圧は前記第二の光量計測
部の出力電圧より０．０５Ｖだけ低かった。これにより、前記出力電圧差を低減し、前記
第一の素子及び前記第二の素子における透過した光量の差を低減することができたが、補
正電圧値が大きいと過剰に補正されてしまうことが確認できた。
【０１２３】
　再度、前記第一の素子及び前記第二の素子をいずれも一度消色状態にした後、前記第一
の素子の電圧印加条件のうち電圧値を、前記光量計測部の前記出力電圧差０．０５Ｖに相
当する前記電圧値を加えて－３．２Ｖに変更して補正した。すなわち、前記第一の素子の
電圧印加条件を、電圧値－３．２Ｖ、電圧印加時間３秒間とし、また前記第二の素子の電
圧印加条件を、電圧値－３．０Ｖ、電圧印加時間３秒間として電圧をそれぞれ印加したと
ころ、前記第一の光量計測部の出力電圧は前記第二の光量計測部の出力電圧よりも０．０
７Ｖ高かった。これにより、前記出力電圧差を低減できたため、前記第一の素子及び前記
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第二の素子における透過した光量の差を低減することができた。
【０１２４】
　続いて、前記第一の素子及び前記第二の素子をいずれも一度消色状態にした後、前記第
一の素子の電圧印加条件を、電圧値－３．３Ｖ、電圧印加時間３秒間とし、また前記第二
の素子の電圧印加条件を、電圧値－３．０Ｖ、電圧印加時間３秒間として電圧をそれぞれ
印加したところ、前記第一の光量計測部の出力電圧は前記第二の光量計測部の出力電圧よ
りも０．０２Ｖ高かった。これにより、前記出力電圧差を低減できたため、前記第一の素
子及び前記第二の素子における透過した光量の差を低減することができた。
　補正回数は、実施例１より増えたが、過補正による前記素子へのダメージを抑制するこ
とができた。
【０１２５】
（実施例３）
　実施例３では、実施例１の調光眼鏡１を用いて、電圧印加条件のうち電圧印加時間を、
所定の電圧印加時間により補正して、過補正による素子へのダメージを抑制しながら前記
第一の光量計測部と前記第二の光量計測部との出力電圧差を低減して、前記第一の素子と
前記第二の素子の発色濃度を同一に近づけるようにした。
【０１２６】
　調光眼鏡１における前記第一の素子及び前記第二の素子に、電圧値を－３．０Ｖ、電圧
印加時間を３秒間とした電圧印加条件の電圧を、前記第一の電極層と前記第二の電極層と
の間に、前記第一の電極層がマイナス極となるようにそれぞれ印加して発色状態にさせた
。次に、前記第一の素子及び前記第二の素子に前記Ｄ６５光源からの光を透過させ、前記
光量計測手段により前記第一の素子における透過光量及び前記第二の素子における透過光
量をそれぞれ計測したところ、前記第二の光量計測部の出力電圧は前記第一の光量計測部
の出力電圧よりも０．１Ｖ高かった。
【０１２７】
　そこで、前記第一の素子及び前記第二の素子をいずれも一度消色状態にした後、前記第
一の素子の電圧印加条件を、電圧値－３．０Ｖ、電圧印加時間３秒間とし、また前記第二
の素子の電圧印加条件を、電圧値－３．０Ｖ、電圧印加時間３．５秒間として電圧をそれ
ぞれ印加したところ、前記第二の光量計測部の出力電圧は前記第一の光量計測部の出力電
圧よりも０．０２Ｖ高かった。これにより、前記出力電圧差を低減し、前記第一の素子及
び前記第二の素子における透過した光量の差を低減することができた。
【０１２８】
（実施例４）
　実施例４では、実施例２の調光眼鏡２を用いて、電圧印加条件のうち電圧印加時間を、
所定の電圧印加時間より小さい値にして補正し、過補正による素子へのダメージを抑制し
ながら前記第一の光量計測部と前記第二の光量計測部との出力電圧差を低減して、前記第
一の素子と前記第二の素子の発色濃度を同一に近づけるようにした。
【０１２９】
　得られた調光眼鏡２における前記第一の素子及び前記第二の素子に、電圧値を－３．０
Ｖ、電圧印加時間を３秒間とした電圧印加条件の電圧を、前記第一の電極層と前記第二の
電極層との間に、前記第一の電極層がマイナス極となるようにそれぞれ印加して発色状態
にさせた。次に、前記第一の素子及び前記第二の素子に前記Ｄ６５光源からの光を透過さ
せ、前記光量計測手段により前記第一の素子における透過光量及び前記第二の素子におけ
る透過光量をそれぞれ計測したところ、前記第一の光量計測部の出力電圧は前記第二の光
量計測部の出力電圧よりも０．２Ｖ高かった。
【０１３０】
　そこで、前記第一の素子及び前記第二の素子をいずれも一度消色状態にした後、前記第
一の素子の電圧印加条件のうち電圧印加時間を、前記光量計測部の前記出力電圧差０．２
Ｖに相当する前記電圧印加時間を加えて４．４秒間に変更して補正した。すなわち、前記
第一の素子の電圧印加条件を、電圧値－３．０Ｖ、電圧印加時間４．４秒間とし、また前
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記第二の素子の電圧印加条件を、電圧値－３．０Ｖ、電圧印加時間を３秒間として電圧を
それぞれ印加したところ、過剰に補正されてしまい、前記第一の光量計測部の出力電圧は
前記第二の光量計測部の出力電圧よりも０．０６Ｖ高かった。補正電圧値が大きいと過剰
に補正されてしまうことが確認できた。
【０１３１】
　再度、前記第一の素子及び前記第二の素子をいずれも一度消色状態にした後、前記第一
の素子の電圧印加条件のうち電圧印加時間を、前記光量計測部の前記出力電圧差０．０６
Ｖに相当する前記電圧印加時間に０．５を乗じた値を加えて３．７秒間に変更して補正し
た。すなわち、前記第一の素子の電圧印加条件を、電圧値－３．０Ｖ、電圧印加時間３．
７秒間とし、また前記第二の素子の電圧印加条件を、電圧値－３．０Ｖ、電圧印加時間３
秒間として電圧をそれぞれ印加したところ、前記第一の光量計測部の出力電圧は前記第二
の光量計測部の出力電圧よりも０．０７Ｖ高かった。
【０１３２】
　続いて、前記第一の素子及び前記第二の素子をいずれも一度消色状態にした後、前記第
一の素子の電圧印加条件を、電圧値－３．０Ｖ、電圧印加時間４秒間とし、また前記第二
の素子の電圧印加条件を、電圧値－３．０Ｖ、電圧印加時間３秒間として電圧をそれぞれ
印加したところ、前記第一の光量計測部の出力電圧は前記第二の光量計測部の出力電圧よ
りも０．０２Ｖ高かった。これにより、前記出力電圧差を低減できたため、前記第一の素
子及び前記第二の素子における透過した光量の差を低減することができた。
　補正回数は、実施例３より増えたが、過補正による前記素子へのダメージを抑制するこ
とができた。
【０１３３】
　本発明の態様としては、例えば、以下のとおりである。
　＜１＞　印加される第一の電圧に応じて透過する光量が変化する第一の素子と、印加さ
れる第二の電圧に応じて透過する光量が変化する第二の素子と、前記第一の素子及び前記
第二の素子を透過した光量をそれぞれ計測する光量計測手段と、前記光量計測手段により
計測された光量の差が所定の範囲外であるとき、前記第一の電圧及び前記第二の電圧の少
なくともいずれかを調整して、前記光量の差を低減するように制御する制御手段と、を有
することを特徴とする調光装置である。
　＜２＞　前記制御手段が、前記第一の電圧及び前記第二の電圧の少なくともいずれかに
おける、電圧値及び電圧印加時間の少なくともいずれかを調整する前記＜１＞に記載の調
光装置である。
　＜３＞　前記制御手段が、前記第一の素子及び前記第二の素子のうち前記光量が低い前
記素子を基準として、前記光量が高い前記素子に印加する前記電圧を調整する前記＜１＞
から＜２＞のいずれかに記載の調光装置である。
　＜４＞　前記制御手段が、前記第一の素子及び前記第二の素子における前記光量の差を
求める演算部と、前記演算部により求めた前記光量の差に応じた前記第一の電圧及び前記
第二の電圧の少なくともいずれかを印加する電圧印加部とを有する前記＜１＞から＜３＞
のいずれかに記載の調光装置である。
　＜５＞　前記光量計測手段が、Ｓｉフォトダイオードである前記＜１＞から＜４＞のい
ずれかに記載の調光装置である。
　＜６＞　前記素子が、エレクトロクロミック素子である前記＜１＞から＜５＞のいずれ
かに記載の調光装置である。
　＜７＞　前記エレクトロクロミック素子が、第一の基板と、第一の電極層と、エレクト
ロクロミック層と、絶縁性無機粒子層と、第二の電極層と、第二の基板と、をこの順で有
し、前記第一の電極層と前記第二の電極層との間に電解質を有する前記＜６＞に記載の調
光装置である。
　＜８＞　前記エレクトロクロミック層が、導電性又は半導体性微粒子に有機エレクトロ
クロミック化合物を担持した構造を有する前記＜７＞に記載の調光装置である。
　＜９＞　前記電解質が、無機粒子を含む前記＜７＞から＜８＞のいずれかに記載の調光
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　＜１０＞　調光眼鏡である前記＜１＞から＜９＞のいずれかに記載の調光装置である。
　＜１１＞　前記光量計測手段が、眼鏡のフレームにおけるヨロイ及びブリッジのいずれ
かに配されている前記＜１０＞に記載の調光装置である。
　＜１２＞　印加される第一の電圧に応じて透過する光量が変化する第一の素子、及び印
加される第二の電圧に応じて透過する光量が変化する第二の素子を透過した光量をそれぞ
れ計測する光量計測工程と、計測された光量の差が所定の範囲外であると判定したとき、
前記第一の電圧及び前記第二の電圧の少なくともいずれかを調整して、前記光量の差を低
減するように制御する制御工程と、を含むことを特徴とする調光方法である。
　＜１３＞　前記制御工程が、前記第一の電圧及び前記第二の電圧の少なくともいずれか
における、電圧値及び電圧印加時間の少なくともいずれかを調整する前記＜１２＞に記載
の調光方法である。
　＜１４＞　前記制御工程が、前記第一の素子及び前記第二の素子のうち前記光量が低い
前記素子を基準として、前記光量が高い前記素子に印加する前記電圧を調整する前記＜１
２＞から＜１３＞のいずれかに記載の調光方法である。
　＜１５＞　前記制御工程が、前記第一の素子及び前記第二の素子における前記光量の差
を求める演算処理と、前記演算処理により求めた前記光量の差に応じた前記第一の電圧及
び前記第二の電圧の少なくともいずれかを印加する電圧印加処理とを含む前記＜１２＞か
ら＜１４＞のいずれかに記載の調光方法である。
【０１３４】
　前記＜１＞から＜１１＞のいずれかに記載の調光装置、及び前記＜１２＞から＜１５＞
のいずれかに記載の調光方法は、従来における前記諸問題を解決し、前記本発明の目的を
達成することができる。
【符号の説明】
【０１３５】
　　１１　　第一の素子
　　１２　　第二の素子
　　２０　　光量計測手段
　　２１　　第一の光量計測部
　　２２　　第二の光量計測部
　　３０　　制御手段
　　３１　　メモリ
　　３２　　電圧印加部
　　３３　　演算部
　　４０　　電源
　１００　　調光装置（調光眼鏡）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１３６】
【特許文献１】特開平４－３０６６１４号公報
【特許文献２】特開平９－１７９０７５号公報
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